
躍動をかたちに　進化するまち　こだいら
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ぶるべー
脅住民基本台帳登録数 前月比
　男 92,041人 22人減
　女 94,298人 18人減
　計 186,339人 40人減
世帯数 86,026世帯 56世帯減

人口と世帯数 平成26年1月1日現在
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◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普
通
徴
収（
第

４
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
７
期
）

※
納
付
は
、
１
月　

日
（
金
）
の
納

３１

期
限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
納

税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や
納
税
相
談

が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
夜
間
窓

口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と　

き　

１
月　

日
（
月
）　

午
後

２７

５
時
～
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収
納
課
（
入

口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証
明
書
の

発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

収
納
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
７
・
９
５
２
８

1月

今
月
の

税税税税
１
月　

日（
月
）に
開
設

２７

夜
間
納
税
窓
口

月
１
日
（
土
）
の
午
前
９
時
か
ら　

時　
１１

３０

分
ま
で
開
設
し
ま
す
。
こ
の
２
日
間
以
外

の
土
曜
日
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
給
与
収
入
、
年
金
収
入
の
簡
易

な
確
定
申
告
書
記
入
の
相
談
も
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
作
成
済
み
の
確
定
申
告
書

の
受
付
も
行
い
ま
す
。
申
告
に
必
要
な
書

類
は
、
事
前
に
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
会
場　

市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

申
告
が
必
要
な
方　

▽
給
与
所
得
者
で
、

勤
務
先
か
ら
市
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
な
い
方

※
勤
務
先
に
確
認
の
う
え
、
提
出
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
ご
自
身
で
源
泉
徴
収
票

な
ど
を
添
付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
の
ほ
か
に
、
不

動
産
・
雑
所
得
な
ど
の
所
得
が
あ
り
、
そ

の
額
が　

万
円
以
下
の
方

２０

　

市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）
は
、
前

年
（
平
成　

年
１
月
１
日
～　

月　

日
）

２５

１２

３１

の
所
得
を
基
礎
に
、
今
年
の
１
月
１
日
現

在
に
居
住
す
る
市
区
町
村
で
課
税
さ
れ
る

税
金
で
、
所
得
税
と
は
異
な
り
ま
す
。

申
告
期
間　

２
月　

日
（
月
）
～
３
月　

１７

１７

日
（
月
）　

月
曜
～
金
曜
日　

午
前
９
時

～　

時　

分
、
午
後
１
時
～
４
時

１１

３０

※
土
曜
臨
時
窓
口
を
２
月　

日
（
土
）、
３

２２

　

紙
資
源
を
有
効
活
用
す
る
た
め
、
不
要

に
な
っ
た
は
が
き
の
回
収
箱
を
設
置
し
ま

す
。

　

回
収
し
た
は
が
き
は
、
市
が
責
任
を
持

っ
て
製
紙
工
場
へ
運
び
、
再
生
紙
な
ど
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

回
収
期
間　

２
月　

日
（
金
）
ま
で

２１

設
置
場
所　

市
内
郵
便
局
、
市
役
所
、
東

部
・
西
部
出
張
所

※
市
役
所
、
東
部
・
西
部
出
張
所
で
は
、

年
間
を
通
じ
て
回
収
箱
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ　

ご
み
減
量
対
策
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
３
５

▽
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
み
が
あ

る
方
で
、「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
以
外
の
各
種
控

除
の
適
用
を
受
け
る
と
き

▽
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
あ
る
と
き

怯
次
の
方
も
申
告
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

２５

も
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
非
課

税
証
明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保
険
税
軽

減
の
算
定
資
料
に
す
る
た
め
で
す
。

※
同
居
同
世
帯
の
親
族
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
親
族
が
そ
の
旨
を
申
告
し
て
い

る
場
合
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
書
発
送
予
定
日　

１
月　

日
（
金
）

２４

※
平
成　

年
中
に
小
平
市
に
転
入
し
た
方

２５

や
、
昨
年
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た

方
の
う
ち
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

で
、
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
住
民

税
の
申
告
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
問

合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
２
・
９
５
２
３

※　

万
円
を
超
え
る
方
や
年
末
調
整
を
受

２０
け
て
い
な
い
方
は
、
税
務
署
に
所
得
税
の

確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
小
平
市
に
住
所
が
な
く
、
市
内
に
事
務

所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
が
あ
る
方

※
税
務
署
に
平
成　

年
分
の
確
定
申
告
書

２５

を
提
出
し
た
場
合
は
、
住
民
税
の
申
告
を

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
住
民
税
の
申
告

は
不
要
で
す
。

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
百
万
円

以
下
で
、
か
つ
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
の
方

２０

は
確
定
申
告
が
不
要
と
な
り
ま
す
が
（
前

記
の
方
で
も
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
確
定
申
告
は
提
出
で
き
ま
す
）、
次

に
当
て
は
ま
る
方
は
住
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す
。

（
月
）

怯
復
興
特
別
所
得
税
の
創
設

　

平
成　

年
分
か
ら
平
成　

年
分
ま
で
の

２５

４９

各
年
分
に
つ
い
て
、
復
興
特
別
所
得
税
を

所
得
税
と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
年
分
の
基
準
所
得
税
額
に　

％
の
税

２.１

率
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。
ま
た
、
平
成

　

年
か
ら
平
成　

年
ま
で
の
間
に
生
ず
る

２５

４９

所
得
に
つ
い
て
源
泉
所
得
税
が
徴
収
さ
れ

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
書
の
受
付
を

２５

開
始
し
ま
す
。

怯
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

　

年
金
受
給
者
、
給
与
所
得
者
お
よ
び
小

規
模
納
税
者
の
申
告
相
談
が
対
象
で
す
。

と　

き　

２
月　

日
（
月
）・　

日
（
水
）

１０

１２

～　

日
（
金
）　

午
前
９
時　

分
～　

時

１４

３０

１１

　

分
、
午
後
１
時　

分
～
３
時　

分

３０

３０

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議
室

※
混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
受
付
を
早
め
に

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
、
相
談
内
容
の
複

雑
な
方
、
所
得
金
額
が
高
額
な
方
は
税
務

署
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
前
年
、確
定
申
告
し
た
方
は
そ
の
控
え
、

申
告
に
必
要
な
添
付
書
類
、
印
鑑
、
口
座

番
号
を
確
認
で
き
る
も
の
（
還
付
申
告
の

方
の
み
）
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

怯
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
受
付

と　

き　

２
月　

日
（
月
）
～
３
月　

日

１７

１７

（
月
）　

月
曜
～
金
曜
日　

午
前
９
時
～

午
後
５
時　

午
前
８
時　

分
開
場

３０

※
還
付
申
告
は
１
月
か
ら
受
け
付
け
中
。

と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

怯
日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設

と　

き　

２
月　

日
、
３
月
２
日
の
日
曜

２３

日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
こ
の
２
日
間
は
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
国
税
の
領
収
は
行
い
ま
せ
ん
。

怯
確
定
申
告
セ
ン
タ
ー

　

税
理
士
に
よ
る
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
た

所
得
税
（
譲
渡
所
得
を
除
く
）・
個
人
事
業

者
の
消
費
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
等
作
成

に
お
け
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

２
月
６
日
（
木
）
～
３
月　

日
１７

（
月
）　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
（
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
申
告
書
の
提
出

は
午
後
５
時
ま
で
）

と
こ
ろ　

ア
ク
ア
プ
ラ
ザ
（
新
宿
ア
イ
ラ

ン
ド
地
下
１
階
）

怯
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
と

納
税
期
間

と　

き　

３
月　

日
（
月
）
ま
で

３１

怯
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
期
間

と　

き　

２
月
３
日
（
月
）
～
３
月　

日
１７

て
い
る
場
合
に
は
、
復
興
特
別
所
得
税
が

併
せ
て
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

東
村
山
税
務
署
緯　
（
３
９
４
）

０４２

６
８
１
１ 們

們
共　

通
們
們

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

申告の様子

市民税・都民税の申告
平成２６年度

東
村
山

税
務
署

確
定
申
告

平
成　

年
分

２５

2 2 月月171 7日月か日月からら

年賀はがきを
リサイクル

市内の郵便局で

　小平青年会議所の沼崎直隆第３０代理事長から市長へ、武
蔵野美術大学のデザイン協力を得て制作した、巨大な「新・
小平かるた」（高さ約１２０尺、幅約８４尺）が贈呈されました。
　今後、市内で行われるイベントなどで活用させていただ
きます。

小平青年会議所から
新・小平かるたが寄贈

２
月
９
日
●日
 

は

　
　

東
京
都
知
事
選
挙
の
投
票
日
で
す

　

２
月
９
日（
日
）は
、
東
京
都
知
事
選
挙
で
す
。
大
切
な
あ
な

た
の
一
票
を
む
だ
に
し
な
い
よ
う
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、
本
日
発
行
の
市
報
東
京
都
知
事
選
挙
臨
時
号
お

よ
び
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

小
平
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
緯　

（
３
４
６
）
９
５
７
６

０４２


